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時代や社会によって変わる「貧困」
「貧困」というと、食べるものや住むところがないことだと
思うかもしれません。しかし、阿部さんは、「そのような肉体
的なサバイバルが困難な状態は、『絶対的貧困』とよびます。
どこの国でも、どの時代でも変わらないからです。これに対
し『相対的貧困』は、時代や社会によって変わります。現代
の日本では、子どもなら、学校に行き、友だちと遊び、休み
の日には博物館に行ったりしますね。大人なら、仕事や選挙
など様々な形で社会に参加します。経済的な理由でこのよう
な普通の生活ができないのが相対的貧困です。日本では、第
二次世界大戦後の絶対的貧困が解消された後、貧困はほとん
ど問題視されなくなりましたが、相対的貧困は1980年代か
らじわじわと広がっています」と説明します。
では、ある人が相対的貧困なのかどうかは、何によって判

断すればいいのでしょう？　実は、国は、1965年を最後に、
民主党政権時代の2009年まで貧困率(貧困にある人の割合)
の測定を行ってきませんでした。2009年以降は、所得デー
タを基にした相対的貧困率が算出され公表されています。こ
の指標は国際的にも最も一般的な方法なのですが、貧困の測
定の専門家である阿部さんは、相対的貧困の指標は所得だけ
では不十分だと考え、「剥奪指標」の開発に取り組んできまし
た。例えば、「子どもの年齢にあった本が買えない」といっ
た「剥奪状態」を貧困の指標として、どのような人々の相対
的貧困率が高いかを解析し、さらには、貧困層では子どもの
健康状態、学力、体力などにどのような影響が現れているか
を明らかにしてきたのです。

自治体の社会調査のデータは宝の山
子どもの貧困が社会問題化する中、2013年に「子どもの

貧困対策法」が制定され、2014年に施行されました。この
法律では、自治体が子どもの貧困の実態を調査し、貧困対策
の計画をつくることが努力目標とされ、沖縄県を皮切りに自
治体が次第に調査に取り組むようになりました。阿部さんは
2015年に首都大学東京に赴任し、「子ども・若者貧困研究セ
ンター」を立ち上げていましたが、2016年、センターは東
京都の委託を受け都内の４自治体にて小学5年生、中学2年
生、16-17歳を対象とした調査を行いました。
この調査は、子どもへの質問を書いた「子ども票」と、保
護者への質問を書いた「保護者票」を用意し、ペアで回収す
るという方法をとっています。「子どもの調査は、学校の教室
で行うのが普通ですが、それだと、例えば、親が正規雇用か
非正規雇用かといった家の状況はわかりません。そこで、子
どもには自分の成績の評価、自己肯定感、健康状態などを尋
ね、保護者には、世帯の構成や雇用形態、所得などの状況を
尋ねました。これにより、世帯の状況が子どもにどのような
影響を与えているのかを明らかにすることができます」。ま
た、先述の剥奪指標を用いて貧困の子どもの割合を的確に測
定し、彼らがどのような状況に置かれているかを明らかにし
ました。この調査結果は、子どもの貧困対策を自治体が行う
際にその根拠となる貴重なエビデンスとなっています。それ
ゆえ、東京都以降に調査を行った自治体の多くは、東京都の
調査を見本とするようになっています。このような解析は、
研究者だからこそできるものです。
「自治体は様々な社会調査を行いますが、その結果を分析
するプロがいるわけではありません。結局、コンサルタント
会社に分析を依頼し、単純な集計結果を得るだけです。調査
結果は宝の山で、分析すれば、自治体の政策立案の役に立つ
知見もたくさん出てくるのに、これはとてももったいないこ
とです」。この問題意識が、阿部さんが今回のプロジェクトを
計画した理由です。
「このプロジェクトの目的は2つあります。1つは、多くの
自治体の貧困調査の結果を合体してデータベース化し、それ
を分析して、エビデンスに基づく貧困対策の提言を行うこと
です。そして、もう1つは、自治体がもつ調査結果をオープ
ンデータ化するしくみをつくり、貴重なデータを使いやすく
することです」。国が行う統計調査のデータは、統計法に基
づき、政策研究などの公的な目的であれば、利用することが
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できます。しかし、自治体の調査結果にはこの法律は適用さ
れず、データ開示の際の条例もないところがほとんどです。
「自治体には、データの取り扱いの専門家がいない場合が多
く、個人情報の含まれているデータの取り扱いにはナーバス
です。匿名化の方法もわからないので、開示しないというこ
とになりがちなのです」

貧困調査をオープンデータ化の先駆けに
データベースの合体は2期に分けて行います。第一期につ

いては、まず、都道府県レベルを考えており、東京都、長野
県、広島県、高知県と協定を結びました。4自治体の合計で、
1学年あたり2万組の子ども・保護者ペアのデータの提供を
受けており、それらの合体を進めています。「複数の自治体の
データを比較することで、1つの自治体のデータだけからは
わからないことが見えてきます。例えば、東京都では中学生
が医療費の助成対象になりますが、そうでない自治体もあり
ます。両者を比べることで、医療費助成が貧困中学生の健康
にどういう便益をもたらしているかがわかってきます」。
プロジェクトでは、こうしたエビデンスをもとに、各自治

体の担当者とともに子どもの貧困対策を検討し、政策提言を
行います。政策提言にあたっては、プロジェクトに参加して
いる家計・就労、医療・保健、教育の専門家が、それぞれの
視点からデータの解析を行い、しっかりしたエビデンスを得
ることにしています。
現在は、第二期の自治体と協定を結ぶべく、交渉を重ねて

いるところです。提供を受けたデータを効率的に分析し、現
場の政策立案に役立つものにするため、多くの研究者の参画
を求めています。また、その成果を、データを提供していた
だいた自治体にきちんと伝えることが必須であり、阿部さん
たちも説明を尽くす努力をしています。

「このプロジェクトでは、エビデンスに基づく政策提言を
自治体にお返しすることで、自治体の皆さんにデータの分析
の意義を実感していただき、オープンデータ化への流れをつ
くりたいのです。もちろん、データの取り扱いについて、私
たちのもっているノウハウは自治体にお教えします」。2019
年3月時点で、貧困調査を行った自治体は都道府県単位で20
にのぼりますが、阿部さんの夢はそのすべてのデータを合体
してナショナルデータベースとすることです。
さらに、「貧困調査以外の社会調査の結果も同様にデータ

ベース化されれば、多くの分野の研究者がそれを利用して研
究し、政策提言を行うことができるでしょう」と阿部さんは
熱く語ります。このプロジェクトの期間は3年間ですが、そ
れに込められた意味はとても大きいのです。このプロジェク
トが、社会調査のオープンデータ化の大きな流れにつながる
のか、注目されます。
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親も困っている
黒田さんは脳科学者です。2004年以来、マウスの行動実

験などを通して、子育てに関わる脳の部位と、そこで働く
ニューロンや遺伝子を明らかにしてきました。また、子への
攻撃行動（人間の場合の虐待にあたる）に関係する脳の部位
も明らかにしました。
そうした基礎科学研究に基づき、2015-18 年には、JST 

RISTEXのプロジェクト（「安全な暮らしをつくる新しい公／
私空間の構築」領域　養育者支援によって子どもの虐待を低
減するシステムの構築）を行いました。「虐待というと、子
どもの保護に目が向きがちですが、なぜ親が虐待をしてしま
うのか、親自身が困っていることを明らかにした上で、親を
支え行動を変えてもらわないことには子どもは家に帰れませ
ん。しかし、虐待をした本人への直接的な調査は、厚生労働
省の子ども虐待死亡事例検証などでも行われていませんでし
た。虐待をしてしまう、またはそのおそれのある親のための
支援プログラム（以下、支援プログラム）は、海外では行政
が手厚く行っていますが、日本ではまだNPOなどによって
細々と行われている段階です。そこで、このプロジェクトで
は、こうした支援プログラムの社会実装試験も行いました」。
今回のプロジェクトは、この2つの成果を土台として計画

されたもので、「子どもを産み育てやすく、持続可能な社会経
済システムをめざす」ことを目標としています。

一人ひとりに適した支援を
プロジェクトの大きな柱は、先行プロジェクトで行ったア

ンケート調査の規模拡大と、支援プログラムを受けやすくす
るためのシステムづくりです。 先行プロジェクトのアンケー
トでは、重度の子ども虐待により有罪判決を受けた養育者
（以下、加害養育者）に事件の背景や本人の生育歴、メンタル
ヘルスなどを尋ねました。動物行動科学研究から、哺乳類の
親が子育て放棄や子への攻撃をする要因は、①生育歴、②脳
機能の問題、③子育て環境の困難の３つに大別できるという
知見を得ていたため、これが人間にも当てはまるかを調べる
ことが目的でした。約30名の加害養育者の協力が得られ、そ
の過半数が生育歴、本人のメンタルヘルス、子育て当時の環
境の3つのうち、２つ以上の困難を抱えていることがわかり
ました。また、その問題を具体的に見ると、「薬物依存」、「子
どもの発達の問題」、「ドメスティックバイオレンスの存在」、
「相談相手がいない」など様々で、虐待の背景は一人ひとり異
なることも浮き彫りとなりました。つまり、養育者の支援は、
それぞれの背景に合わせてきめ細かく行う必要があることが
わかったのです。そこで、本プロジェクトでは、100名を目
標としてアンケートの規模を拡大し、子育て困難や子ども虐
待の背景要因をさらに詳しく解析することにしています。
一方、支援プログラムには、子どもの年齢、養育者の性別
や生育歴、トラウマ体験との関連などに応じて様々なものが
あります。「日本でも精神科の医師や看護師、精神保健福祉
士、臨床心理士などがプログラムを開発し、NPOを立ち上げ
て提供していますが、プログラム提供への公的支援の不足の
他、プログラムを実際に行う担い手も十分とはいえません。
そこで、先行プロジェクトでは、私たちが当座の事務局とな
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り、受講を希望する養育者（モニター）を、その人に適した
プログラムを行うNPO等に紹介、受講費用を援助するとい
う形で試験的な社会実装を行いました」
今回のプロジェクトでは、これをさらに進め、子育てが

困難な家族に支援プログラムを提供するための公私連携シ
ステムを試験的に構築する予定です。「支援プログラムを行
うNPOが自治体から業務委託を受けようとすると、費用や
個人情報の取り扱いなどについて複雑な契約が必要になりま
す。また、支援プログラムの受講期間は半年以上のものも多
いのですが、業務委託が単年度契約であることが多く、プロ
グラムを開始できる時期が限定されます。そこで、諸外国の
例も参考に、NPOがネットワークを作り、その事務局である
コントロールセンターが一括して、行政からの業務委託費用
や、養育者からの支援の希望を受け入れるというシステムを
考えています。これにより、NPOは安定してプログラムを提
供でき、希望者は必要な時期にプログラムに参加しやすくな
ることを期待しています」

子育てにイノベーションを起こす
黒田さんは、上記の研究を踏まえ、少子化対策の政策提言

を行うことを目指しています。
そもそも日本で少子化が進んでいるのはなぜでしょうか？　

「動物は子育てを放棄しても刑罰はありませんし、離乳すれ
ば、多くの場合、もう子どもの面倒はみません。しかし、人
間の場合、子育ては生涯続きます。一人親や障害者への社会
保障が十分とは言えない日本では、特に親の責任は重く、子
どもを持つことは大きな生活リスクとなっています。少子化
が進むのも当然です」
国は、1994年のエンゼルプランに始まり、2015年の「少

子化社会対策大綱」など、これまでにも様々な施策を行って
いますが、十分な効果が上がっているとは言えない状況です。
その理由は、そうした施策の立案過程にあるのではないかと
黒田さんは指摘します。「少子化対策の他に、女性の就労を
促進する労働政策や、家庭での介護を推進する介護政策など
の施策が別々に立案されており、同時に実行した場合に、個
人や世帯にどのような負担がかかるかが、総合的に考慮され
ていないことに大きな問題があります。仮にこれらの政策目
標がすべて実現したとしたら、子育て中の親の睡眠時間はど
うなるのでしょう。また例えば、お母さんが外で働くために
祖父母が育児を手伝えばよいのではないかと、3世代同居を
推進する目的で家を建て替えた場合に補助金が出るという制
度があります。しかし、このような生活形態では、祖父母に
何かあったらすぐに介護と育児が同時にのしかかることにな
り、場合によっては生活が破たんしてしまいます。そのため、
実際には3世代同居世帯はむしろ減少しています。政策立案
に無理があるために、結局は効果が上がっていないのです」
このように家族に過剰な負担をもたらす施策が次々と打ち
出される背景には、家庭に福祉的ケアの役割を大きく依存し
てきた日本の社会制度、すなわち家族が子育てをして労働市
場に人を提供し、加齢や病気で働けなくなった人を介護する
ことを当然と考える伝統が根強くあるのかもしれません。し
かし、家族の負担が過剰になれば、そのしわ寄せは結局、自
分では社会制度に声をあげることのできない子どもに来てし
まいます。そして、少子化や子ども虐待が改善しないとい
う結果をもたらすのです。この家族をめぐる現状を変えるた
めに、エビデンスに基づいて政策提言を行うことが、本プロ
ジェクトの目標です」
このため、黒田さんたちは、総務省が5年ごとに行っている
社会生活基本調査のデータ（1日の生活時間配分や自由時間
の活動内容など）を用いて、いくつかの施策を同時に実行した
場合に、個人の生活時間がどう変わるかを試算する予定です。
「経済・社会の発展は、自然環境に負荷を与えているのと
同様に、家庭にも負荷を与えています。環境負荷を軽減しつ
つ持続的な発展を可能にするためのグリーン・イノベーショ
ンと同様に、家庭への負荷を軽減するイノベーションを起こ
すことが、少子化だけでなく、家庭の様々な問題を解決する
ことにつながるのです。このイノベーションのために、親子
関係研究者としてエビデンスに基づいた発信を続けることが
私の役目だと思っています」
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